
伊勢原市ファミリー・サポート・センター事業利用助成金交付要綱

（趣旨）

、 、第１条 この要綱は 新型コロナウイルス感染症対策に伴う保育施設等の臨時休業により

子どもの預かりが必要となり、伊勢原市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

（平成２９年伊勢原市告示第６１号。以下「実施要綱」という。）に基づく伊勢原市

ファミリー・サポート・センター事業を利用した者に対し、予算の範囲内において、伊

勢原市ファミリー・サポート・センター事業利用助成金（以下「助成金」という ）を。

交付することについて、伊勢原市補助金等の交付規則（昭和５５年伊勢原市規則第１９

号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱における用語の意義は、実施要綱の例による。

（実施主体）

第３条 実施主体は、伊勢原市とする。

（助成対象者）

第４条 助成金の交付を受けることができる者は、実施要綱第７条第２項の規定により入

会の承認を受けた依頼会員又は両方会員（以下「依頼会員等」という ）のうち、新型。

コロナウイルス感染症対策に伴う保育施設等の臨時休業により、実施要綱第１４条第１

項第４号に掲げる相互援助活動（以下「預かり援助」という ）を利用した者とする。。

（助成対象期間）

第５条 助成の対象期間は、預かる子どもが通う保育施設等が新型コロナウイルス感染症

対策に伴い臨時休業している期間とする。ただし、伊勢原市立小学校及び中学校の管理

運営に関する規則（昭和５３年伊勢原市教育委員会規則第１０号）第３条に規定する休

業日は除くものとする。

（助成対象経費）

第６条 助成金の対象とする経費（以下「助成対象経費」という ）は、新型コロナウイ。

ルス感染症対策に伴い保育施設等が臨時休業したことにより、預かり援助を利用した際

に依頼会員等が支援会員に支払う実施要綱別表に定める報酬等（当該保育施設等の通常

の開所時間中において算定した報酬に限る ）に相当する経費とする。ただし、交通費。

（子ども等の送迎等に伴い支援会員が負担した公共交通機関等の費用を含む 、食費等。）

依頼会員等の実費負担となる経費を除く。

２ 一回の援助で預かり援助及び預かり援助以外の援助を同時に行っている場合について

は、預かり援助に係る報酬に相当する経費のみを助成金の対象とする。

（助成金の額）

第７条 助成金の額は、助成対象経費の全額とする。ただし、子ども１人につき１時間当

たり８００円を上限とし、かつ、１日当たり６，４００円を上限とする。

２ 実施要綱別表第４項の規定に該当する場合の上限は、前項ただし書の規定にかかわら

ず、子ども１人につき１日当たり３，２００円とする。

（助成金の交付申請）

第８条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という ）は、市長の定める。

期日までに、伊勢原市ファミリー・サポート・センター事業利用助成金交付申請書（第



１号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 援助活動報告書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

（助成金の交付決定等）

第９条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査した上、助成金

の交付又は不交付を決定し、その旨を伊勢原市ファミリー・サポート・センター事業利

用助成金交付（不交付）決定通知書（第２号様式。以下「決定通知書」という ）によ。

り申請者に通知するものとする。

２ 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、当該決定の日から３０日

以内に指定された口座に助成金を振り込むものとする。

（助成金の返還）

第１０条 市長は、依頼会員等が次の各号のいずれかに該当するときは、交付額の全部又

は一部の決定を取り消し、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

（その他）

第１１条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別

に定める。

附 則（令和２年１０月３０日告示第１２８号）

この告示は、令和２年１１月１日から施行し、令和２年４月１日から適用する。

附 則（令和４年１０月７日告示第１３７号）

この告示は、公表の日から施行する。



第１号様式（第６条関係）

伊勢原市ファミリー・サポート・センター事業利用助成金交付申請書

年 月 日

伊勢原市長 殿

新型コロナウイルス感染症対策に伴う保育施設等の臨時休業等により伊勢原市ファミリ
ー・サポート・センター事業を利用したため、利用助成金の交付を受けたいので、伊勢原
市ファミリー・サポート・センター事業利用助成金交付要綱第８条の規定に基づき、次の
とおり関係書類を添えて申請します。

フリガナ
申請者氏名 生年月日 会員番号（署名・自署）

（会員名）
〒 －

住所 伊勢原市 電話番号

フリガナ
生年月日

児童氏名

通学・通園先 通学・通園先の
／ ～ ／

名称 臨時休業期間

利用日 利用時間 支払済額 交付申請額

年 月 日 ： ～ ： 円 円

年 月 日 ： ～ ： 円 円

年 月 日 ： ～ ： 円 円

年 月 日 ： ～ ： 円 円

年 月 日 ： ～ ： 円 円

合 計 円

※ 助成金（交付申請額）は、ファミリー・サポート・センター事業を利用した子ども
１人当たり日額６，４００円を上限とします。

※ 交通費や食費等、実費負担となる費用については交付対象外となります。
※ 子どもが通っている保育施設等が臨時休業している期間の預かりのみが交付対象と
なります。

振込先指定口座
銀行・信金

金融機関名 本・支店名
信組・農協・労金

□ 普通 金融機関コード 店舗コード 口座番号（右詰め）
預金種別 □ 当座

□ その他
ﾌﾘｶﾞﾅ

口座名義

※振込先は請求者ご本人（依頼会員または両方会員）名義の口座にしてください。



第２号様式（第７条関係）
伊勢原市指令（ ）第 号

年 月 日

様

伊勢原市長 印

伊勢原市ファミリー・サポート・センター事業利用助成金交付（不交付）決
定通知書

年 月 日付けで申請のありました、伊勢原市ファミリー・サポート・セ
ンター事業利用助成金の交付については、次のとおり決定しましたので、伊勢原市ファミ
リー・サポート・センター事業利用助成金交付要綱第９条第１項の規定により通知しま
す。

決 定 の 内 容 交付 ・ 不交付

助成金交付申請額 円

助成金交付決定額 円

不交付の場合の理由

支 給 日

支 給 方 法

【備考】
この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して、３か月以内に市長に対して審査請求をすることができます。
また、この処分の取消しを求める訴えをする場合は、この処分の通知を受けた日の翌

日から起算して６か月以内に、市を被告として（訴訟において市を代表する者は市長と
なります 、提起することができます（なお、処分を知った日から６か月以内であって。）
も、処分の日から１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなり
ます 。ただし、審査請求をした場合には、この処分の取消しの訴えは、その審査請求。）
に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に提起することができま
す。

（事務担当は、 ）
（ ）電話 事務局直通


